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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の商品のそれぞれに対応して配置され、対応する商品に関する商品情報を表示する
複数の電子棚札と、
　前記商品情報を記憶するサーバと、
　複数の前記電子棚札に向けて、前記サーバに記憶された前記商品情報を電波により送信
する電波送信機と、
　個別の前記電子棚札に対する個別指令を、近距離無線通信により送信する携帯型送信機
と、
を備え、
　前記電子棚札は、前記電波送信機から送信される前記商品情報を受信する第１受信ユニ
ットと、前記携帯型送信機から送信される前記個別指令を受信する第２受信ユニットと、
前記個別指令に応じた処理を実行する処理部と、を有し、
　前記第２受信ユニットは、
　前記個別指令を記憶するメモリを有し、
　前記携帯型送信機から前記第２受信ユニットに対して非接触電力伝送により供給される
電力を用いて、前記メモリに前記個別指令を書き込む、
電子棚札システム。
【請求項２】
　前記電子棚札は、前記処理部に電力を供給する電池を更に有し、
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　前記第２受信ユニットは、前記第２受信ユニットの動作を制御するユニット制御部を更
に有し、
　前記ユニット制御部は、前記電池から電力の供給を受けない、
請求項１に記載の電子棚札システム。
【請求項３】
　複数の商品のそれぞれに対応して配置され、対応する商品に関する商品情報を表示する
複数の電子棚札と、
　前記商品情報を記憶するサーバと、
　複数の前記電子棚札に向けて、前記サーバに記憶された前記商品情報を電波により送信
する電波送信機と、
　個別の前記電子棚札に対する個別指令を、近距離無線通信により送信する携帯型送信機
と、
を備え、
　前記電子棚札は、前記電波送信機から送信される前記商品情報を受信する第１受信ユニ
ットと、前記携帯型送信機から送信される前記個別指令を受信する第２受信ユニットと、
前記個別指令に応じた処理を実行する処理部と、を有し、
　前記電子棚札は、前記処理部に電力を供給する電池を更に有し、
　前記第２受信ユニットは、前記処理部に信号を送信する信号送信部を有し、
　前記処理部は、消費電力を最小限に抑制する待機モードと、前記待機モードよりも消費
電力の大きな起動モードと、を動作モードとして有し、
　前記信号送信部は、前記第２受信ユニットが前記個別指令を受信すると、前記待機モー
ドにある前記処理部に対し、前記動作モードを前記起動モードに切り換えるための信号を
送信し、
　前記第２受信ユニットは、前記携帯型送信機から非接触電力伝送により電力の供給を受
け、
　前記信号送信部は、前記携帯型送信機から供給された電力を用いて前記処理部に信号を
送信する、
電子棚札システム。
【請求項４】
　前記第２受信ユニットと前記携帯型送信機との通信可能距離は１０ｃｍ以下である、
請求項１から３のいずれか１項に記載の電子棚札システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電波でサーバとの情報のやり取りを行う、電波式の電子棚札システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗では、電波式の電子棚札シ
ステムが採用されている（例えば、特許文献１（特開２００１－１４８０７４号公報））
。電波式の電子棚札システムでは、商品情報を管理するサーバから、売り場等に設置され
た電子棚札に電波で商品情報が送信され、受信した商品情報に基づいて電子棚札の表示内
容が変更される。
【０００３】
　ところで、このような電子棚札システムを用いる場合に、店舗の従業員等の作業者が、
電子棚札の設置された売り場で、ある特定の電子棚札の表示を通常画面（顧客向けの表示
画面）から管理画面（作業者が商品管理に用いる表示画面）へと切り換えたり、ある特定
の電子棚札に記憶される情報を変更したりすることが必要な場合がある。このような場合
に、作業者が、可搬型の電波式リモコンを用いて、電子棚札の設置された売り場で電子棚
札の操作を行うことがある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、電波式リモコンを用いて特定の電子棚札を操作しようとする場合、電波は一般
に指向性が低いため、操作対象ではない他の電子棚札も誤操作してしまう場合がある。特
に、店舗の売り場では、電子棚札が互いに近接して配置されることも多く、このような誤
操作が発生しやすい。誤操作の発生を抑制するためには、リモコンから送信される電波の
指向性を向上させることが必要となり、リモコンのアンテナ設計が容易ではない。
【０００５】
　本発明の課題は、サーバと電子棚札とが電波により通信を行う電子棚札システムにおい
て、作業者が、電子棚札の設置場所で、操作対象以外の電子棚札を誤操作することなく、
操作対象の電子棚札だけを操作することが可能な電子棚札システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電子棚札システムは、複数の電子棚札と、サーバと、電波送信機と、携帯
型送信機と、を備える。電子棚札は、複数の商品のそれぞれに対応して配置され、対応す
る商品に関する商品情報を表示する。サーバは、商品情報を記憶する。電波送信機は、複
数の電子棚札に向けて、サーバに記憶された商品情報を電波により送信する。携帯型送信
機は、個別の電子棚札に対する個別指令を、近距離無線通信により送信する。電子棚札は
、第１受信ユニットと、第２受信ユニットと、処理部と、を有する。第１受信ユニットは
、電波送信機から送信される商品情報を受信する。第２受信ユニットは、携帯型送信機か
ら送信される個別指令を受信する。処理部は、個別指令に応じた処理を実行する。
【０００７】
　ここでは、電子棚札が、携帯型送信機から近距離無線通信（NFC: Near Field Communic
ation）により送信される個別指令を受信できる。そのため、電子棚札の設置された売り
場等で、作業者が、操作対象以外の電子棚札を誤操作することなく、操作対象の電子棚札
だけを操作することが容易である。
【０００８】
　また、本発明に係る電子棚札システムでは、第２受信ユニットは、個別指令を記憶する
メモリを有することが望ましい。第２受信ユニットは、携帯型送信機から第２受信ユニッ
トに対して非接触電力伝送により供給される電力を用いて、メモリに個別指令を書き込む
ことが望ましい。
【０００９】
　ここでは、電子棚札の第２受信ユニットのメモリに対する個別指令の書き込みが、携帯
型送信機により供給された電力により実行されるため、電子棚札の電力消費を抑制するこ
とができる。
【００１０】
　また、本発明に係る電子棚札システムでは、電子棚札は、処理部に電力を供給する電池
を更に有することが望ましい。第２受信ユニットは、第２受信ユニットの動作を制御する
ユニット制御部を更に有することが望ましい。ユニット制御部は、電池から電力の供給を
受けないことが望ましい。
【００１１】
　ここでは、電池駆動式の電子棚札において、第２受信ユニットのユニット制御部が、電
池の電力を使用しない。そのため、ユニット制御部が、携帯型送信機からの信号送信の有
無の確認を、電池の電力を用いて実行する場合に比べ、電子棚札の電池の交換頻度を抑制
できる。その結果、電池交換のコスト（電池自体のコストや、電池交換のための人件費）
を抑制できる。
【００１２】
　また、本発明に係る電子棚札システムでは、電子棚札は、処理部に電力を供給する電池
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を更に有することが望ましい。第２受信ユニットは、処理部に信号を送信する信号送信部
を有することが望ましい。処理部は、消費電力を最小限に抑制する待機モードと、待機モ
ードよりも消費電力の大きな起動モードと、を動作モードとして有することが望ましい。
信号送信部は、第２受信ユニットが個別指令を受信すると、待機モードにある処理部に対
し、動作モードを起動モードに切り換えるための信号を送信することが望ましい。
【００１３】
　ここでは、電池駆動式の電子棚札において、第２受信ユニットが個別指令を受け付けて
から、処理部の動作モードが起動モードに切り換えられる。そのため、処理部は、いつ送
信されてくるかわからない携帯型送信機からの個別指令の入力待ちのために、電池の電力
を消耗することがない。その結果、電子棚札の電池の交換頻度を抑制でき、電池交換のコ
ストを抑制できる。
【００１４】
　さらに、本発明に係る電子棚札システムでは、第２受信ユニットは、携帯型送信機から
非接触電力伝送により電力の供給を受けることが望ましい。信号送信部は、携帯型送信機
から供給された電力を用いて処理部に信号を送信することが望ましい。
【００１５】
　ここでは、第２受信ユニットの信号送信部が、処理部に対する信号送信のために電池の
電力を消耗することがないので、電子棚札の電池の交換頻度を抑制でき、電池交換のコス
トを抑制できる。
【００１６】
　また、本発明に係る電子棚札システムでは、第２受信ユニットと携帯型送信機との通信
可能距離は１０ｃｍ以下であることが望ましい。
【００１７】
　これにより、店舗の売り場等で、電子棚札が密接して設置されている場合でも、操作対
象以外の電子棚札を誤操作することなく、操作対象の電子棚札だけを操作することができ
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る電子棚札システムでは、電子棚札が、携帯型送信機から近距離無線通信に
より送信される個別指令を受信できる。そのため、電子棚札の設置された売り場等で、作
業者が、操作対象以外の電子棚札を誤操作することなく、操作対象の電子棚札だけを操作
することが容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子棚札システムを示す図である。
【図２】図１に係る電子棚札システムが備える電子棚札の配置例を示す図である。
【図３】図１に係る電子棚札システムが備える電子棚札の外観を示す図である。
【図４】図１に係る電子棚札システムが備える電子棚札の概略構成を示すブロック図であ
る。図中で、実線で結ばれた構成は、電気的に接続されていることを示す。図中で、制御
部と破線で結ばれた構成は、電池から駆動電力が供給されていることを示す。
【図５】図１に係る電子棚札システムが備える電子棚札サーバの概略構成を示すブロック
図である。
【図６】図１に係る電子棚札システムが備える電子棚札の制御部の動作について説明する
ためのフローチャートである。
【図７】図１に係る電子棚札システムにおいて行われるリンク作業について説明するため
のフローチャートである。
【図８】変形例Ａに係る電子棚札システムを示す図である。
【図９】図８の電子棚札システムにおいて行われる、リンク作業の一例について説明する
ためのフローチャートである。
【図１０】図８の電子棚札システムにおいて行われる、リンク作業の他の例について説明
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するためのフローチャートである（変形例Ｂに対応）。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る電子棚札システム１について説
明する。
【００２１】
　なお、本実施形態に係る電子棚札システム１は、本発明の実施形態の例示に過ぎず、本
発明に係る電子棚札システムは、以下に記載する内容に限定されるものではない。発明の
趣旨と矛盾しない範囲で、その他の態様も採用可能である。
【００２２】
　（１）全体構成
　電子棚札システム１は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのような店舗にお
いて使用される。
【００２３】
　電子棚札システム１は、図１に示すように、主として、複数の電子棚札４０，４０，・
・・と、電子棚札サーバ１０と、複数のアクセスポイント３０，３０，・・・と、リモコ
ン５０と、ハンディターミナル８０と、から構成されている。電子棚札システム１に含ま
れる電子棚札４０、アクセスポイント３０、リモコン５０、および、ハンディターミナル
８０の台数は、図１に示される数に限定されるものではない。
【００２４】
　電子棚札４０は、可搬性の装置であり、店舗で取り扱われる複数の商品Ｐのそれぞれに
対応して配置される表示装置である。電子棚札４０は、店舗の売り場に陳列される複数の
種類の商品Ｐのうち、対応する商品Ｐの近傍に配置され、対応する商品Ｐに関する商品情
報を表示する（図２参照）。商品情報は、商品Ｐに関する種々の情報であり、例えば、商
品Ｐの通常販売価格、特別販売価格、割引率、売上数量、在庫数量等を含む。
【００２５】
　電子棚札サーバ１０は、電子棚札システム１を統括的に制御するコンピュータである。
電子棚札サーバ１０の機能には、電子棚札４０に表示される商品情報の管理を含む。商品
情報は、後述するように、電子棚札サーバ１０のサーバ記憶部１４に記憶されている。電
子棚札サーバ１０は、アクセスポイント３０を介して、電子棚札４０に、商品情報を含む
配信データを送信する。なお、ここでは、電子棚札サーバ１０は、電子棚札４０に対して
、商品情報を画像データ（後述する電子棚札４０の表示部４１に表示される画像のデータ
）として送信するが、これに限定されるものではない。例えば、電子棚札サーバ１０は、
電子棚札４０に対し、通常販売価格等の商品情報を数値データとして送信してもよい。
【００２６】
　アクセスポイント３０は、電波の送受信機である。アクセスポイント３０は、電子棚札
４０との間で、電波を用いて各種信号の授受を行う。アクセスポイント３０は、例えば店
舗内の天井に、一定の間隔を空けて取り付けられる。アクセスポイント３０の設置場所や
設置間隔等は、店舗内に設置された電子棚札４０が、いずれかのアクセスポイント３０と
通信可能となるように決定される。アクセスポイント３０は、ＬＡＮ（Local Area Netwo
rk）等のネットワーク２を介して、電子棚札サーバ１０と接続されている。
【００２７】
　アクセスポイント３０は、ネットワーク２を介して電子棚札サーバ１０からアクセスポ
イント３０に送信される配信データ（商品情報を含む配信データ）を、複数の電子棚札４
０に向けて電波により送信する。つまり、アクセスポイント３０は、電波送信機の一例で
ある。また、アクセスポイント３０は、電子棚札４０から送信される信号を受信し、受信
した信号を、ネットワーク２を介して電子棚札サーバ１０に送信する。
【００２８】
　リモコン５０は、携帯型の送受信機である。リモコン５０は、各電子棚札４０との間で
、近距離無線通信（NFC: Near Field Communication）を用いて各種信号の授受を行う。
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なお、ここでの、近距離無線通信は、数ｃｍ～数十ｃｍ程の距離での通信を意味する。リ
モコン５０は、個別の電子棚札４０に対する個別指令を、電磁界を用いた近距離無線通信
により送信する。つまり、リモコン５０は、携帯型送信機の一例である。
【００２９】
　ハンディターミナル８０は、後述するように、電子棚札４０や商品Ｐに付されたバーコ
ードなどの識別情報を読み取り可能に構成され、主に情報収集のために用いられる携帯型
の情報端末である。ハンディターミナル８０は、主に、電子棚札４０の装置ＩＤと、商品
Ｐの商品ＩＤとのリンク作業に用いられる。リンク作業については後述する。
【００３０】
　（２）詳細構成
　電子棚札システム１の電子棚札４０、電子棚札サーバ１０、およびリモコン５０につい
て以下に詳細に説明する。
【００３１】
　（２－１）電子棚札
　電子棚札４０は、上述のように、店舗で取り扱われる複数の商品Ｐのそれぞれに対応し
て配置され、対応する商品Ｐに関する商品情報を表示する（図２参照）。例えば、電子棚
札４０には、商品Ｐの商品名、重量あたりの単価、および販売価格が、商品情報として表
示される（図３参照）。
【００３２】
　電子棚札４０は、図４のように、主に表示部４１、制御部４２、記憶部４３、電池４４
、第１通信ユニット６０、および第２通信ユニット７０を有する。
【００３３】
　（２－１－１）表示部
　表示部４１は、後述する記憶部４３に記憶されている商品情報を表示させるための画面
である（図３参照）。表示部４１には、電子ペーパが用いられる。すなわち、表示部４１
は、マトリクス状に配列された複数の画素で構成される、ドットマトリクス方式の不揮発
性表示部である。表示部４１は、電力を供給されなくても表示内容を保持することが可能
である。なお、表示部４１は電子ペーパに限定されるものではなく、例えば、液晶ディス
プレイが用いられてもよい。
【００３４】
　表示部４１に表示される画面には、通常画面と、管理画面と、がある。通常画面は、顧
客向けの画面であり、表示部４１には、例えば、商品Ｐの商品名、重量あたりの単価、お
よび販売価格が、商品情報として表示される（図３参照）。管理画面は、店舗の店員等の
作業者が商品管理に用いる画面であり、表示部４１には、例えば、商品Ｐの売上数、発注
数、在庫数が、商品情報として表示される。
【００３５】
　作業者は、電子棚札４０が設置されている現場で、リモコン５０により電子棚札４０を
操作することで（リモコン５０から第２通信ユニット７０に対して個別指令を送信するこ
とで）、表示部４１の表示を、通常画面から管理画面に切り換えることができる。
【００３６】
　（２－１－２）制御部
　制御部４２は、処理部の一例である。制御部４２は、主にＣＰＵによって構成される。
制御部４２は、表示部４１、記憶部４３、第１通信ユニット６０、および第２通信ユニッ
ト７０と電気的に接続されている（図４の実線参照）。制御部４２は、電池４４から駆動
電力の供給を受ける（図４の破線参照）。
【００３７】
　制御部４２は、後述する記憶部４３に記憶されたプログラムを実行することで、電子棚
札４０の各部を制御する。例えば、制御部４２は、表示部４１に、後述する第１通信ユニ
ット６０が電子棚札サーバ１０から受信した商品情報（画像データ）が表示されるように
、表示部４１の制御を行う。また、例えば、制御部４２は、後述する第２通信ユニット７
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０が受信した個別指令に応じた処理を実行するために、表示部４１、記憶部４３、第１通
信ユニット６０の動作を制御する。
【００３８】
　なお、個別指令は、後述するリモコン５０から、個別の電子棚札４０に対して送信され
る指令である。個別指令には、例えば、表示部４１の表示を通常画面から管理画面へと切
り換える指令を含む。また、例えば、個別指令には、第１通信ユニット６０を、アクセス
ポイント３０から送信される配信データを受信可能になるように制御する指令を含む。
【００３９】
　制御部４２は、動作モードとして、スリープモード（待機モード）およびウェイクアッ
プモード（起動モード）を有する。
【００４０】
　スリープモードは、電子棚札４０の消費電力を最小限に抑制する（電池４４の消耗を最
低限に抑制する）モードである。スリープモードでは、制御部４２は、表示部４１、記憶
部４３、第１通信ユニット６０および第２通信ユニット７０のメモリ７３に対して、電池
４４から電力が供給されないように制御する。そのため、スリープモードでは、表示部４
１の表示の更新や、表示部４１の表示の通常画面から管理画面への切り換えや、第１通信
ユニット６０による電波の受信が実行できない。
【００４１】
　ウェイクアップモードは、電子棚札４０の種々の機能、例えば、表示部４１の表示の更
新や、表示部４１の表示の通常画面から管理画面への切り換えや、第１通信ユニット６０
による電波の受信を実行可能な動作モードである。制御部４２は、ウェイクアップモード
では、電池４４から、表示部４１、記憶部４３、第１通信ユニット６０およびメモリ７３
に対して、必要に応じて電力が供給されるよう制御する。そのため、ウェイクアップモー
ド時の電子棚札４０の消費電力は、スリープモード時の電子棚札４０の消費電力より大き
い。
【００４２】
　制御部４２の動作モードは、電池４４の消耗を抑制するため、スリープモードである時
間が長い（動作モードがスリープモードである時間の比率が高い）。そして、以下の２つ
の条件のうち、いずれかの条件が成立する場合に、制御部４２の動作モードは、スリープ
モードからウェイクアップモードへと切り換えられる。
【００４３】
　１つ目の条件（第１条件）は、動作モードがスリープモードに切り換えられた後、所定
の待機時間が経過することである。言い換えれば、第１条件は、タイマ機能を有する制御
部４２が、動作モードがスリープモードに切り換えられてから所定の待機時間が経過した
と判定することである。
【００４４】
　待機時間は、例えば１分であるが、これに限定されるものではない。ただし、制御部４
２が頻繁にウェイクアップモードに移行すると、電池４４が消耗しやすいため、電子棚札
サーバ１０からの商品情報の送信に対する反応時間が、電子棚札システム１のユーザにと
って許容可能な範囲で、待機時間はできるだけ長い時間とされることが望ましい。なお、
電子棚札サーバ１０からの商品情報の送信に対する反応時間とは、電子棚札サーバ１０が
商品情報を送信してから、表示部４１の表示にその内容が反映されるまでの時間を意味す
る。
【００４５】
　本実施形態のリモコン５０に代えて電波式のリモコンが使用される場合、電子棚札がリ
モコンの電波を受信するためには、電子棚札の電波受信ユニットは予め（リモコンからの
電波の送信前に）起動している必要がある。言い換えれば、電波式のリモコンが使用され
る場合、電子棚札がリモコンの電波を受信するためには、電子棚札の制御部の動作モード
が、予めウェイクアップモードに切り換えられている必要がある。リモコンから送信され
る個別指令に対する電子棚札の反応性が悪い場合、作業者の待ち時間が長くなり、作業効
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率が悪いことから、待機時間は、短い時間（例えば１秒）に設定される必要がある。
【００４６】
　しかし、本実施形態では、後述するように、リモコン５０からの個別指令の送信に備え
て、制御部４２の動作モードをスリープモードからウェイクアップモードへと予め切り換
える必要が無いため、待機時間を長く取ることが可能である。
【００４７】
　第１条件が成立すると、制御部４２の動作モードが、スリープモードから、ウェイクア
ップモードへと切り換えられる。そして、制御部４２は、第１通信ユニット６０に電池４
４から駆動電力が供給されるよう制御し、第１通信ユニット６０がアクセスポイント３０
から送信される配信データを受信可能な状態になるよう制御する。
【００４８】
　そして、制御部４２は、第１通信ユニット６０が配信データを受信すると、受信した配
信データが、自己に対して送信された（その電子棚札４０に対して送信された）配信デー
タであるか否かを判定する。
【００４９】
　受信した配信データが、自己に対して送信された配信データであると判定された場合に
は、制御部４２は、引き続き必要な処理を実行する。具体的には、例えば、制御部４２は
、自己に対して送信された配信データを受信した旨を示す信号（ＡＣＫ信号）をアクセス
ポイント３０に対して送信させるように、第１通信ユニット６０を制御する。また、例え
ば、制御部４２は、自己に対して送信された配信データに含まれる商品情報（画像データ
）を、記憶部４３に書き込む（記憶部４３に記憶される商品情報の更新処理を行う）。ま
た、例えば、制御部４２は、表示部４１の表示内容が、記憶部４３に書き込まれた商品情
報に変更されるように、表示部４１を制御する。必要な処理が終了すると、制御部４２の
動作モードは、スリープモードへと切り換えられる。
【００５０】
　一方、受信した配信データが、自己に対して送信された配信データではないと判定され
た場合、あるいは、第１通信ユニット６０が所定時間内に配信データを受信しない場合に
は、制御部４２の動作モードは、スリープモードへと切り換えられる。
【００５１】
　なお、制御部４２は、第１通信ユニット６０が受信した配信データが、自己に対して送
信されたものであるか否かを、以下のようにして判定する。
【００５２】
　後述するように、電子棚札サーバ１０がアクセスポイント３０を介して送信する配信デ
ータには、商品情報と識別子とが含まれる。識別子は、商品情報の送信対象の電子棚札４
０の装置ＩＤ（各電子棚札４０に割り当てられる固有のＩＤ）である。制御部４２は、第
１通信ユニット６０が受信した信号に含まれる識別子と、後述する記憶部４３に記憶され
ている自己の装置ＩＤとを比較し、両者が一致すると、その信号が自己に対して送信され
た配信データであると判定する。
【００５３】
　制御部４２の動作モードが、スリープモードからウェイクアップモードへと切り換えら
れる２つ目の条件（第２条件）は、後述する第２通信ユニット７０のユニット制御部７２
が送信する割り込み信号を、制御部４２が受信することである。第２条件が成立すると、
制御部４２の動作モードが、スリープモードから、ウェイクアップモードへと切り換えら
れる。第２条件が成立すると、制御部４２は、後述する第２通信ユニット７０のメモリ７
３に記憶された個別指令を読み出し、その個別指令に応じた処理を実行する。
【００５４】
　（２－１－３）記憶部
　記憶部４３は、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリによって構成される記憶部である。た
だし、これに限定されるものではなく、記憶部４３にＲＡＭ等の揮発性メモリが使用され
てもよい。ただし、記憶部４３に揮発性メモリを利用した場合には、制御部４２がスリー
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プモードにある場合にも、記憶された情報を保持するために電力を供給する必要があるた
め、電池４４の消耗を抑制する上で、記憶部４３は不揮発性メモリであることが望ましい
。
【００５５】
　記憶部４３には、制御部４２が電子棚札４０の各部の制御を行うためのプログラムの他
、電子棚札４０の固有の識別子である装置ＩＤや、電子棚札サーバ１０から送信された商
品情報（画像データ）が記憶される。商品情報には、通常画面用の商品情報と、管理画面
用の商品情報とが含まれる。
【００５６】
　（２－１－４）電池
　電池４４は、電子棚札４０の表示部４１、制御部４２、記憶部４３、第１通信ユニット
６０、および後述する第２通信ユニット７０のメモリ７３に駆動電力を供給する（図４の
破線参照）。なお、後述するように、第２通信ユニット７０は、リモコン５０から供給さ
れる電力を利用するため、メモリ７３を除き、電池４４からの電力の供給は受けない。言
い換えれば、後述する第２通信ユニット７０のユニット制御部７２およびアンテナ７１は
、電池４４からの電力の供給を受けない。後述する第２通信ユニット７０のメモリ７３は
、電池４４とリモコン５０との双方から電力供給を受けることができる。
【００５７】
　表示部４１、記憶部４３、第１通信ユニット６０および第２通信ユニット７０のメモリ
７３には、ＦＥＴ等のスイッチ（図示せず）がそれぞれ設けられている。制御部４２は、
これらのスイッチを制御することで、表示部４１、記憶部４３、第１通信ユニット６０お
よびメモリ７３への電力の供給を制御する。
【００５８】
　上記のように、電子棚札４０の動作モードが、ウェイクアップモードからスリープモー
ドへと切り換えられる場合には、制御部４２は、上記のスイッチをオフにすることで、表
示部４１、記憶部４３、第１通信ユニット６０およびメモリ７３に電池４４から電力が供
給されないように制御を行う。
【００５９】
　（２－１－５）第１通信ユニット
　第１通信ユニット６０は、第１受信ユニットの一例である。第１通信ユニット６０は、
アクセスポイント３０から、電波により送信される配信データ（他の電子棚札４０を送信
対象とする配信データを含む）を受信する。また、第１通信ユニット６０は、自己に対し
て送信された配信データを受信した場合に（第１通信ユニット６０が受信した配信データ
が、自己に対して送信された配信データであると、制御部４２が判定する場合に）、制御
部４２の指示に従い、自己に対して送信された配信データを受信した旨の信号（ＡＣＫ信
号）を、アクセスポイント３０に対して、電波により送信する。
【００６０】
　（２－１－６）第２通信ユニット
　第２通信ユニット７０は、リモコン５０から送信される個別指令を受信する。第２通信
ユニット７０は、第２受信ユニットの一例である。
【００６１】
　第２通信ユニット７０は、パッシブ型のＲＦタグである。つまり、第２通信ユニット７
０は、リモコン５０から非接触電力伝送により電力の供給を受けるＲＦタグである。第２
通信ユニット７０は、後述するメモリ７３を除き、電池４４からの電力供給は受けない。
なお、第２通信ユニット７０は、電磁誘導方式のＲＦタグであるが、これに限定されるも
のではなく、例えば、電波方式のＲＦタグが用いられてもよい。第２通信ユニット７０は
、図４のように、主にアンテナ７１と、ユニット制御部７２と、メモリ７３と、を有する
。
【００６２】
　（２－１－６－１）アンテナ
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　アンテナ７１は、電磁波の送受信に用いられるループアンテナ（コイルアンテナ）であ
る。なお、第２通信ユニット７０とリモコン５０との通信可能距離は、ここでは１０ｃｍ
以下である。通信可能距離は、これに限定されるものではないが、電子棚札４０同士が近
接して配置される場合（例えば、図２中で右上に描写されている２台の電子棚札４０のよ
うに、隣接して配置される場合）に、リモコン５０が通信対象ではない電子棚札４０を誤
って操作することがないように、通信可能距離は１０ｃｍ以下であることが望ましい。
【００６３】
　（２－１－６－２）ユニット制御部
　ユニット制御部７２は、リモコン５０からの個別指令に応じて、第２通信ユニット７０
を制御するＲＦ通信チップである。
【００６４】
　ユニット制御部７２は、前述のように、リモコン５０から第２通信ユニット７０に対し
て非接触電力伝送により供給される電力を用いて、各種処理を実行する。
【００６５】
　例えば、ユニット制御部７２は、アンテナ７１を介してリモコン５０から個別指令を受
信すると、リモコン５０から第２通信ユニット７０に対して非接触電力伝送により供給さ
れる電力を用いて、受け付けた個別指令の内容をメモリ７３に書き込む。
【００６６】
　また、例えば、ユニット制御部７２は、アンテナ７１を介してリモコン５０から個別指
令を受信すると、リモコン５０から第２通信ユニット７０に対して非接触電力伝送により
供給される電力を用いて、制御部４２に対して割り込み信号を送信する。つまり、ユニッ
ト制御部７２は、信号送信部の一例である。割り込み信号は、制御部４２に、第２通信ユ
ニット７０がリモコン５０からの個別指令を受信したことを知らせるための信号である。
制御部４２は、割り込み信号を受信すると、メモリ７３に記憶された個別指令（リモコン
５０から送信された個別指令）を読み出す。その後、制御部４２は、メモリ７３から読み
出した個別指令に応じた処理を実行する。なお、制御部４２の動作モードがスリープモー
ドにある場合に、制御部４２がユニット制御部７２からの割り込み信号を受信すると、ま
ず制御部４２の動作モードがウェイクアップモードに切り換えられ、その後、制御部４２
は、個別指令を読み出し、読み出した個別指令を実行する。
【００６７】
　また、ユニット制御部７２は、個別指令がメモリ７３に記憶されている情報の送信を要
求するものである場合には、メモリ７３に記憶されている情報を読み出して、読み出した
情報をリモコン５０に対して送信する。
【００６８】
　（２－１－６－３）メモリ
　メモリ７３は、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリにより構成される。メモリ７３は、電
池４４およびリモコン５０の双方から、電力供給を受けることができる。
【００６９】
　メモリ７３には、ユニット制御部７２が、アンテナ７１を介してリモコン５０から受信
した個別指令が書き込まれる。また、メモリ７３には、例えば、電子棚札の装置ＩＤが記
憶されている。なお、メモリ７３に記憶されている装置ＩＤは、記憶部４３に記憶される
装置ＩＤと同一の情報である。
【００７０】
　（２－２）電子棚札サーバ
　電子棚札サーバ１０は、電子棚札システム１を統括的に管理するコンピュータである。
電子棚札サーバ１０は、アクセスポイント３０を介して、電子棚札４０に各種指令や各種
情報を送信する。電子棚札サーバ１０から電子棚札４０に送信する情報には、商品情報を
含む。電子棚札サーバ１０は、店舗のバックヤード等に配置される。
【００７１】
　電子棚札サーバ１０は、主な機能部として、サーバ通信部１１と、サーバ表示部１２と
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、サーバ入力部１３と、サーバ記憶部１４と、サーバ制御部１５とを有する（図５参照）
。
【００７２】
　（２－２－１）サーバ通信部
　サーバ通信部１１は、電子棚札サーバ１０と、アクセスポイント３０や、ハンディター
ミナル８０等との通信を可能にするための通信インターフェースである。また、サーバ通
信部１１は、電子棚札システム１外の機器（例えば、店舗に電子棚札システム１と共に設
置されるＰＯＳシステムのサーバおよびストアコントローラ）とも通信可能に構成されて
いる。サーバ通信部１１からアクセスポイント３０に送られた配信データは、さらにアク
セスポイント３０により電子棚札４０へと電波により送信される。
【００７３】
　（２－２－２）サーバ表示部
　サーバ表示部１２は、液晶ディスプレイである。サーバ表示部１２には、電子棚札シス
テム１に関する各種情報を表示可能である。
【００７４】
　（２－２－３）サーバ入力部
　サーバ入力部１３は、マウスおよびキーボードである。電子棚札システム１のユーザは
、電子棚札サーバ１０に対する各種指令や各種情報を、サーバ入力部１３を介して入力可
能である。
【００７５】
　（２－２－４）サーバ記憶部
　サーバ記憶部１４は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、およびハードディスク等により構成される。サ
ーバ記憶部１４には、後述するサーバ制御部１５により実行される各種プログラムが記憶
される。また、サーバ記憶部１４には、各種情報が記憶される。サーバ記憶部１４に記憶
される情報には、商品マスタテーブル１４ａと、電子棚札マスタテーブル１４ｂとが含ま
れる（図５参照）。
【００７６】
　（２－２－４－１）商品マスタテーブル
　商品マスタテーブル１４ａは、電子棚札システム１で取り扱う商品に関する情報（商品
情報）を記憶する。商品情報は、商品Ｐに関する種々の情報であり、例えば、商品Ｐの商
品名、価格（通常販売価格、特別販売価格）、単価（通常販売単価・特別販売単価）、割
引率、売上数量、在庫数量等を含む。商品マスタテーブル１４ａには、商品ＩＤ（商品Ｐ
のバーコード情報）別に、商品情報が記憶される。
【００７７】
　商品マスタテーブル１４ａの内容は、サーバ通信部１１が外部機器（例えば、店舗内に
設置される図示しないＰＯＳシステム）から情報を受信することで、あるいは、サーバ入
力部１３が情報の入力を受け付けることで更新される。
【００７８】
　（２－２－４－２）電子棚札マスタテーブル
　電子棚札マスタテーブル１４ｂには、電子棚札４０を識別するための装置ＩＤと、商品
Ｐの商品ＩＤとが、関連付けて（リンク付けて）記憶されている。電子棚札４０の装置Ｉ
Ｄと、商品Ｐの商品ＩＤとは、作業者が、ハンディターミナル８０を用いてリンク作業を
行うことで関連付けされる。なお、ハンディターミナル８０は、電子棚札４０や商品Ｐに
付されたバーコードなどの識別情報を読み取り可能に構成され、主に情報収集のために用
いられる携帯型の情報端末である。
【００７９】
　なお、リンク作業は、以下のように実施される。作業者は、１の電子棚札４０に付され
た、その電子棚札４０の装置ＩＤ（電子棚札４０の記憶部４３およびメモリ７３に記憶さ
れている装置ＩＤと同じもの）を表示するバーコード４０ａ（図３参照）を、ハンディタ
ーミナル８０のリーダでスキャンする。続いて、作業者は、その電子棚札４０が商品情報
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を表示する商品Ｐに付されたバーコードを、ハンディターミナル８０のリーダでスキャン
する。スキャンされた装置ＩＤおよび商品ＩＤは、図示しない通信回線（例えば無線ＬＡ
Ｎ）を介して電子棚札サーバ１０に送信される。後述するサーバ制御部１５は、送信され
た電子棚札４０の装置ＩＤと、商品Ｐの商品ＩＤとをリンクさせて、電子棚札マスタテー
ブル１４ｂに記憶させる。
【００８０】
　（２－２－５）サーバ制御部
　サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４に記憶されているプログラムや各種情報に基づ
いて各種制御を行う。
【００８１】
　例えば、サーバ制御部１５は、サーバ通信部１１が、ハンディターミナル８０から送信
される、リンク付けするべき電子棚札の装置ＩＤと商品Ｐの商品ＩＤとを受け付けると、
その情報を電子棚札マスタテーブル１４ｂにリンク付けして記憶する。
【００８２】
　また、サーバ制御部１５は、電子棚札システム１の起動時や、電子棚札４０の表示変更
が必要な時に、アクセスポイント３０を介して、電子棚札４０に商品情報を送信する。電
子棚札４０の表示変更が必要な時とは、例えば、商品マスタテーブル１４ａの内容が更新
された時や、商品Ｐの特売期間に価格を通常販売価格から特別販売価格へと変更する時や
、商品Ｐの特売期間終了時に価格を特別販売価格から通常販売価格へと変更する時である
。
【００８３】
　サーバ制御部１５は、電子棚札４０に対して商品情報を送信する際に、具体的には、以
下の処理を行う。
【００８４】
　まず、サーバ制御部１５は、商品マスタテーブル１４ａを参照して、電子棚札４０の表
示変更が必要な商品Ｐについて、電子棚札４０に送信するための商品情報（画像データ）
を生成する。また、サーバ制御部１５は、電子棚札マスタテーブル１４ｂを参照して、電
子棚札４０の表示変更が必要な商品Ｐとリンク付けされている電子棚札４０の装置ＩＤを
、識別子として取得する。
【００８５】
　次に、サーバ制御部１５は、生成した画面情報と、取得した識別子（送信対象の電子棚
札４０の装置ＩＤ）とを含めて配信データを生成する。例えば、配信データは、識別子を
含んだヘッダと、商品情報とを組み合わせたデータである。
【００８６】
　さらに、サーバ制御部１５は、生成された配信データを、アクセスポイント３０に送信
する。配信データを受信したアクセスポイント３０は、その配信データを、電波により電
子棚札４０に対して送信する。
【００８７】
　なお、前述のように、電子棚札４０の第１通信ユニット６０は、制御部４２の動作モー
ドがスリープモードに切り換えられると、第２通信ユニット７０がリモコン５０からの個
別指令を受信しない限り、待機時間（ここでは１分）の間、信号を受信できることができ
ない。そこで、アクセスポイント３０は、電子棚札４０と通信できないという事態を避け
るため、電子棚札４０の第１通信ユニット６０がウェイクアップモードになる時間まで待
機した後、配信データを送信する。
【００８８】
　前述のように、電子棚札４０は、自己に対する配信データを受信すると、アクセスポイ
ント３０に対してＡＣＫ信号を電波により送信する。電子棚札４０からＡＣＫ信号を受信
したアクセスポイント３０は、電子棚札サーバ１０のサーバ通信部１１に対して、ネット
ワーク２を介してＡＣＫ信号を送信する。サーバ制御部１５は、サーバ通信部１１がＡＣ
Ｋ信号を受信すると、電子棚札４０との通信が成功したと判断して、電子棚札４０に対す
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る商品情報の送信処理を終了する。
【００８９】
　一方、何らかの原因で、アクセスポイント３０がＡＣＫ信号を受信しない場合（例えば
、電子棚札４０が何らかの原因で配信データを受信できなかった場合）には、サーバ制御
部１５は、配信データを再送信する。
【００９０】
　（２－３）リモコン
　リモコン５０は、電子棚札４０の第２通信ユニット７０の情報の読み出しおよび書き込
みを行う、ＲＦタグのリーダライタである。前述のように、リモコン５０は、各第２通信
ユニット７０との間で、近距離無線通信（NFC: Near Field Communication）を用いて各
種信号の授受を行う。リモコン５０と、第２通信ユニット７０とは、電磁界を用いて通信
を行う。
【００９１】
　作業者等は、リモコン５０を用いて、第２通信ユニット７０に個別指令を送信すること
で、電子棚札４０に各種処理を実行させる。
【００９２】
　例えば、個別指令には、電子棚札４０の表示部４１の表示を、通常画面から管理画面に
、あるいは、管理画面から通常画面に切り換えるための指令を含む。また、例えば、個別
指令には、電子棚札４０に、商品情報の更新を要求する信号を、（アクセスポイント３０
を介して）電子棚札サーバ１０に対して送信させ、電子棚札サーバ１０から最新の商品情
報を受信させるための指令を含む。
【００９３】
　（３）電子棚札の制御部の動作
　次に、図６を参照して、電子棚札４０の制御部４２の基本的な動作について説明する。
図６は、電子棚札４０の制御部４２の動作について説明するためのフローチャートである
。ここでは、電子棚札４０の制御部４２の動作モードが、スリープモードにある場合（図
６中のステップＳ０の状態にある場合）に、どのように制御部４２が動作するかについて
説明する。
【００９４】
　ステップＳ１では、制御部４２は、第２通信ユニット７０のユニット制御部７２から割
り込み信号を受信したか否かを判定する。割り込み信号を受信した場合には、ステップＳ
１１へ進む。割り込み信号を受信しない場合には、ステップＳ２へ進む。
【００９５】
　ステップＳ２では、制御部４２は、動作モードがスリープモードに切り換えられた後、
所定の待機時間が経過したか否かを判定する。待機時間が経過していると判定される場合
には、ステップＳ３へと進む。待機時間が経過していないと判定される場合には、ステッ
プＳ１へと戻る。
【００９６】
　ステップＳ３では、制御部４２の動作モードがウェイクアップモードへと切り換えられ
る。その後ステップＳ４へと進む。
【００９７】
　ステップＳ４では、制御部４２は、第１通信ユニット６０に電池４４から駆動電力が供
給されるよう制御し、第１通信ユニット６０がアクセスポイント３０からの電波を受信可
能な状態になるよう制御する。
【００９８】
　ステップＳ５では、制御部４２は、第１通信ユニット６０が、アクセスポイント３０が
送信する配信データを受信したか否かを判定する。配信データを受信したと判定される場
合にはステップＳ６へ、配信データを受信していないと判定される場合にはステップＳ１
０へと進む。
【００９９】
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　ステップＳ６では、制御部４２は、第１通信ユニット６０が受信した配信データの識別
子と、記憶部４３に記憶された自己の装置ＩＤと、を比較することで、第１通信ユニット
６０が受信した配信データが、自己宛の配信データであるか否かを判定する。具体的には
、制御部４２は、第１通信ユニット６０が受信した配信データの識別子と記憶部４３に記
憶された自己の装置ＩＤとが一致すれば、自己宛の配信データであると判定し、一致しな
ければ、自己宛の配信データでないと判定する。
【０１００】
　第１通信ユニット６０が受信した配信データが自己宛であると判定される場合には、ス
テップＳ７へと進む。第１通信ユニット６０が受信した配信データが自己宛でないと判定
される場合には、制御部４２は、動作モードをスリープモードへと切り換える（ステップ
Ｓ０へ戻る）。
【０１０１】
　ステップＳ７では、制御部４２は、第１通信ユニット６０が、アクセスポイント３０に
対してＡＣＫ信号を送信するよう制御する。その後ステップＳ８へと進む。
【０１０２】
　ステップＳ８では、制御部４２は、第１通信ユニット６０が受信した配信データに含ま
れる商品情報を記憶部４３に記憶する（記憶部４３に記憶されている商品情報を更新する
）。
【０１０３】
　ステップＳ９では、制御部４２は、更新された商品情報（画像データ）を表示部４１に
表示させる。なお、表示部４１には、通常は（第２通信ユニット７０が、表示部４１の表
示を通常画面から管理画面に切り換える個別指令を受信していない場合には）、通常画面
が表示されている。そのため、ステップＳ８で、管理画面に関する商品情報（画像データ
）だけが更新された場合には、ステップＳ９は実施されなくてもよい。ステップＳ９終了
後、制御部４２は、動作モードをスリープモードへと切り換える（ステップＳ０へ戻る）
。
【０１０４】
　ステップＳ１０では（ステップＳ５で、配信データを受信していないと判定される場合
には）、制御部４２は、第１通信ユニット６０を、配信データを受信可能な状態になるよ
う制御してから（つまり、ステップＳ４を実施してから）、所定時間が経過したか否かを
判定する。ステップＳ１０で、所定時間が経過していないと判定される場合には、ステッ
プＳ５へと戻る。一方、ステップＳ１０で、所定時間が経過したと判定される場合には、
制御部４２は、動作モードをスリープモードへと切り換える（ステップＳ０へ戻る）。
【０１０５】
　次に、ステップＳ１で、制御部４２が割り込み信号を受信したと判定する場合には、ス
テップＳ１１で、制御部４２の動作モードがウェイクアップモードへと切り換えられる。
その後、ステップＳ１２へと進む。
【０１０６】
　ステップＳ１２では、制御部４２は、第２通信ユニット７０のメモリ７３から、個別指
令を読み出す。その後、ステップＳ１３へと進む。
【０１０７】
　ステップＳ１３では、制御部４２は、ステップＳ１２で読み出した個別指令に応じた処
理を行う。例えば、個別指令が、表示部４１の表示を通常画面から管理画面へと切り換え
る指令である場合には、制御部４２は、管理画面用の商品情報（画像データ）を記憶部４
３から読み出し、表示部４１が読み出した商品情報を表示するよう制御する。その後、制
御部４２は、動作モードをスリープモードへと切り換える（ステップＳ０へ戻る）。
【０１０８】
　ステップＳ１３における処理は、上記の内容に限定されるものではない。例えば、制御
部４２は、通常画面を管理画面へと切り換えてから所定時間が経過すると、管理画面を通
常画面へと切り換える処理を更に実行した後に、動作モードをスリープモードへと切り換
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えてもよい。また、ステップＳ１３では、制御部４２は、個別指令に従って、第１通信ユ
ニット６０に、商品情報の更新を要求する信号を電子棚札サーバ１０に対して送信させ、
さらに、第１通信ユニット６０に、電子棚札サーバ１０から最新の商品情報を受信させて
もよい。
【０１０９】
　（４）リンク作業
　電子棚札システム１における、リンク作業について、図７のフローチャートを用いて説
明する。リンク作業は、電子棚札４０と、それぞれの電子棚札４０が商品情報を表示する
商品Ｐとを関連付ける（リンクする）作業である。具体的には、電子棚札４０の装置ＩＤ
と、それぞれの電子棚札４０が商品情報を表示する商品Ｐの商品ＩＤとを関連付ける作業
である。リンク作業は、例えば、新商品を売り場に陳列する際に必要になる作業である。
【０１１０】
　ステップＳ１０１で、作業者は、ハンディターミナル８０に、電子棚札４０に付された
、電子棚札４０の装置ＩＤを示すバーコード４０ａを読み取らせる。その後ステップＳ１
０２に進む。
【０１１１】
　ステップＳ１０２では、作業者は、ステップＳ１０１で装置ＩＤを読み取った電子棚札
４０と関連付けしたい商品Ｐに付されたバーコード（商品ＩＤ）を、ハンディターミナル
８０に読み取らせる。その後ステップＳ１０３へ進む。
【０１１２】
　ステップＳ１０３では、ハンディターミナル８０は、図示しない通信回線（例えば、無
線ＬＡＮ）を介して、電子棚札サーバ１０のサーバ通信部１１に、電子棚札４０の装置Ｉ
Ｄと、電子棚札４０と関連させたい商品Ｐの商品ＩＤとを送信する。その後、ステップＳ
１０４へと進む。
【０１１３】
　なお、上記のステップＳ１０１からステップＳ１０３は例示であり、これに限定される
ものではない。例えば、ステップＳ１０１とステップＳ１０２とは実施する順序が逆にな
るように電子棚札システム１が設計されてもよい。また、例えば、ステップＳ１０３で装
置ＩＤと商品ＩＤとを同時に送信する代わりに、それぞれの読み取りが行われた時点で、
装置ＩＤと商品ＩＤとの送信が実行されてもよい。
【０１１４】
　ステップＳ１０４では、電子棚札サーバ１０のサーバ制御部１５は、サーバ通信部１１
が受信した電子棚札４０の装置ＩＤと、商品Ｐの商品ＩＤとをリンクさせて、サーバ記憶
部１４の電子棚札マスタテーブル１４ｂに記憶させる。その後ステップＳ１０５に進む。
【０１１５】
　ステップＳ１０５では、サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４の商品マスタテーブル
１４ａを参照して、ステップＳ１０４で受信した商品ＩＤの商品Ｐについて、電子棚札４
０に送信するための商品情報（画像データ）を生成する。その後ステップＳ１０６に進む
。
【０１１６】
　ステップＳ１０６では、サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４の電子棚札マスタテー
ブル１４ｂを参照して、電子棚札４０の表示変更が必要な商品Ｐとリンク付けされている
電子棚札４０の装置ＩＤ（つまり、ステップＳ１０４で受信した装置ＩＤ）を、識別子と
して取得する。その後、ステップＳ１０７へ進む。
【０１１７】
　なお、ステップＳ１０５およびステップＳ１０６は、この順序で実施される必要はなく
、実施順序は逆であってもよい。また、ステップＳ１０５とステップＳ１０６とは、同時
に実施されてもよい。
【０１１８】
　ステップＳ１０７では、サーバ制御部１５は、ステップＳ１０５で生成した商品情報と
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、ステップＳ１０６で取得した識別子とを含めて配信データを生成する。その後ステップ
Ｓ１０８へと進む。
【０１１９】
　ステップＳ１０８では、サーバ制御部１５は、サーバ通信部１１を制御して、生成され
た配信データをアクセスポイント３０に送信する。
【０１２０】
　次に、ステップＳ１０９では、配信データを受信したアクセスポイント３０は、その配
信データを、電波により電子棚札４０に対して送信する。
【０１２１】
　次に、ステップ１１０では、アクセスポイント３０が送信した配信データを、電子棚札
４０の第１通信ユニット６０が受信する。その後ステップＳ１１１に進む。
【０１２２】
　なお、配信データの送信対象である電子棚札４０（ステップＳ１０１で取得された装置
ＩＤを付された電子棚札４０）の制御部４２の動作モードは、前述のように、常にウェイ
クアップモードにあるわけではない。そこで、アクセスポイント３０は、電子棚札４０と
通信できないという事態を避けるため、電子棚札４０の第１通信ユニット６０がウェイク
アップモードになる時間まで待機した後、配信データを送信する。
【０１２３】
　ステップＳ１１１では、制御部４２は、第１通信ユニット６０を制御して、アクセスポ
イント３０に対してＡＣＫ信号を送信する。その後ステップＳ１１２へと進む。
【０１２４】
　ステップＳ１１２では、制御部４２は、第１通信ユニット６０が受信した配信データに
含まれる商品情報を記憶部４３に書き込む（記憶部４３に記憶されている商品情報を更新
する）。その後ステップＳ１１３へ進む。
【０１２５】
　ステップＳ１１３では、制御部４２は、更新された商品情報（画像データ）を表示部４
１に表示させる。このようにして、電子棚札４０の表示部４１には、その電子棚札４０が
表示すべき商品情報が表示されることとなる。
【０１２６】
　（５）特徴
　（５－１）
　本実施形態に係る電子棚札システム１は、複数の電子棚札４０と、電子棚札サーバ１０
と、電波送信機としてのアクセスポイント３０と、携帯型送信機としてのリモコン５０と
、を備える。電子棚札４０は、複数の商品Ｐのそれぞれに対応して配置され、対応する商
品Ｐに関する商品情報を表示する。電子棚札サーバ１０は、商品情報を記憶する。アクセ
スポイント３０は、複数の電子棚札４０に向けて、電子棚札サーバ１０に記憶された商品
情報を電波により送信する。リモコン５０は、個別の電子棚札４０に対する個別指令を、
近距離無線通信により送信する。電子棚札４０は、第１受信ユニット６０と、第２通信ユ
ニット７０と、制御部４２と、を有する。第１受信ユニット６０は、アクセスポイント３
０から送信される商品情報を受信する。第２通信ユニット７０は、リモコン５０から送信
される個別指令を受信する。制御部４２は、個別指令に応じた処理を実行する。
【０１２７】
　ここでは、電子棚札４０が、リモコン５０から近距離無線通信により送信される個別指
令を受信できる。そのため、電子棚札４０の設置された売り場等で、作業者が、操作対象
以外の電子棚札４０を誤操作することなく、操作対象の電子棚札４０だけを操作すること
が容易である。
【０１２８】
　（５－２）
　本実施形態に係る電子棚札システム１では、第２通信ユニット７０は、個別指令を記憶
するメモリ７３を有する。第２通信ユニット７０は、リモコン５０から第２通信ユニット
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７０に対して非接触電力伝送により供給される電力を用いて、メモリ７３に個別指令を書
き込む。
【０１２９】
　ここでは、電子棚札４０の第２通信ユニット７０のメモリ７３に対する個別指令の書き
込みが、リモコン５０により供給された電力により実行されるため、電子棚札４０の電力
消費を抑制することができる。
【０１３０】
　（５－３）
　本実施形態に係る電子棚札システム１では、電子棚札４０は、制御部４２に電力を供給
する電池４４を有する。第２通信ユニット７０は、第２通信ユニット７０の動作を制御す
るユニット制御部７２を有する。ユニット制御部７２は、電池４４から電力の供給を受け
ない。
【０１３１】
　ここでは、電池４４で駆動される電子棚札４０において、第２通信ユニット７０のユニ
ット制御部７２が電池の電力を使用しない。さらに、第２通信ユニット７０は、メモリ７
３を除き、電池４４から電力供給を受けない。そのため、第２通信ユニット７０が、リモ
コン５０からの信号送信の有無の確認を、電池４４の電力を用いて実行する場合に比べ、
電子棚札４０の電池４４の交換頻度を抑制できる。その結果、電池交換のコスト（電池４
４自体のコストや、電池交換のための人件費）を抑制できる。
【０１３２】
　さらに、本実施形態に係る電子棚札システム１では、ユニット制御部７２は、制御部４
２に信号を送信する信号送信部の一例である。制御部４２は、消費電力を最小限に抑制す
るスリープモード（待機モード）と、スリープモードよりも消費電力の大きなウェイクア
ップモード（起動モード）と、を動作モードとして有する。ユニット制御部７２は、第２
通信ユニット７０が個別指令を受信すると、スリープモードにある制御部４２に対し、動
作モードをウェイクアップモードに切り換えるための割り込み信号を送信する。
【０１３３】
　ここでは、電池４４で駆動される電子棚札４０において、第２通信ユニット７０が個別
指令を受け付けてから、制御部４２の動作モードがウェイクアップモードに切り換えられ
る。そのため、制御部４２は、いつ送信されてくるかわからないリモコン５０からの個別
指令の入力待ちのために、電池４４の電力を消耗することがない。その結果、電子棚札４
０の電池４４の交換頻度を抑制でき、電池交換のコストを抑制できる。
【０１３４】
　さらに、本実施形態に係る電子棚札システム１では、第２通信ユニット７０は、リモコ
ン５０から非接触電力伝送により電力の供給を受ける。ユニット制御部７２は、リモコン
５０から供給された電力を用いて制御部４２に信号を送信する。
【０１３５】
　ここでは、第２通信ユニット７０のユニット制御部７２が、制御部４２に対する信号送
信のために電池４４の電力を消耗することがないので、電子棚札４０の電池４４の交換頻
度を抑制でき、電池交換のコストを抑制できる。
【０１３６】
　（５－４）
　本実施形態に係る電子棚札システム１では、第２通信ユニット７０とリモコン５０との
通信可能距離は１０ｃｍ以下である。
【０１３７】
　これにより、店舗の売り場等で電子棚札４０が密接して設置されているような場合にも
、操作対象以外の電子棚札４０を誤操作することなく、操作対象の電子棚札４０だけを操
作することができる。
【０１３８】
　（６）変形例
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　以下に本実施形態の変形例について説明する。なお、矛盾しない範囲で、複数の変形例
が組み合わされてもよい。
【０１３９】
　（６－１）変形例Ａ
　上記実施形態に係る電子棚札システム１では、電子棚札４０と商品Ｐとのリンク作業は
、ハンディターミナル８０で、電子棚札４０の装置ＩＤを示すバーコード４０ａと、商品
Ｐの商品ＩＤを示すバーコードとを読み取ることで行われるが、これに限定されるもので
はない。例えば、以下に示す電子棚札システム２０１のような構成であってもよい。
【０１４０】
　図８に示す電子棚札システム２０１のハンディターミナル２８０は、ＲＦタグのリーダ
ライタ機能を有する。ハンディターミナル２８０は、電子棚札４０の第２通信ユニット７
０と通信を行うことで、電子棚札４０の装置ＩＤを取得する。電子棚札システム２０１で
は、図７に示すフローチャートに代えて、図９に示すようなフローチャートに従いリンク
作業が実施される。
【０１４１】
　ステップＳ２０１で、作業者は、ハンディターミナル２８０に、電子棚札４０に対して
（電子棚札４０の第２通信ユニット７０に対して）、装置ＩＤの送信指令と、第１通信ユ
ニット６０の起動指令とを、個別指令として送信させる。つまり、ハンディターミナル２
８０は、携帯型送信機の一例である。
【０１４２】
　次に、ステップＳ２０２では、個別指令を受信した第２通信ユニット７０のユニット制
御部７２が、ハンディターミナル２８０から供給される電力を用いて、第１通信ユニット
６０の起動指令をメモリ７３に書き込む。また、ユニット制御部７２は、ハンディターミ
ナル２８０から供給される電力を用いて、制御部４２に割り込み信号を送信する。また、
ユニット制御部７２は、装置ＩＤの送信指令に応じて、メモリ７３に記憶されている装置
ＩＤを、ハンディターミナル２８０に向かって送信する。ハンディターミナル２８０は、
第２通信ユニット７０から送信された装置ＩＤを受信する。
【０１４３】
　次に、ステップＳ２０３では、ステップＳ２０２で割り込み信号を受け付けた制御部４
２が、動作モードをウェイクアップモードに変更し、メモリ７３に記憶された個別指令（
第１通信ユニット６０の起動指令）を読み出す。さらに、制御部４２は、読み出した個別
指令（第１通信ユニット６０の起動指令）を実行する。なお、第１通信ユニット６０の起
動指令は、制御部４２の動作モードがスリープモードからウェイクアップモードになる周
期（待機時間）を短縮する指令である。例えば、通常は、スリープモードでの待機時間を
１分としているが、第１通信ユニット６０の起動指令を実行する場合には、待機時間が１
秒となる。その結果、第１通信ユニット６０は、アクセスポイント３０からの商品情報の
送信に備えることができる。
【０１４４】
　次に、ステップＳ２０４では、作業者が、ハンディターミナル２８０に、ステップＳ２
０１で個別指令を送信した電子棚札４０と関連付けしたい商品Ｐに付されたバーコード等
の商品ＩＤを読み取らせる。
【０１４５】
　ステップＳ２０５では、ハンディターミナル２８０が、電子棚札サーバ１０のサーバ通
信部１１に、図示しない通信回線（例えば、無線ＬＡＮ）を介して、ステップＳ２０２で
取得した電子棚札４０の装置ＩＤと、電子棚札４０と関連させたい商品Ｐの商品ＩＤ（ス
テップＳ２０４で取得した商品ＩＤ）と、を送信する。その後、ステップＳ２０６へと進
む。
【０１４６】
　なお、上記のステップＳ２０１からステップＳ２０５は例示であり、これに限定される
ものではない。例えば、ステップＳ２０５が最初に実施されるように電子棚札システム２
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０１が設計されてもよい。また、例えば、ステップＳ２０５で装置ＩＤと商品ＩＤとを同
時に送信する代わりに、それぞれが取得された時点で、装置ＩＤと商品ＩＤとが送信され
てもよい。
【０１４７】
　次に、ステップＳ２０６では、電子棚札サーバ１０のサーバ制御部１５は、サーバ通信
部１１が受信した電子棚札４０の装置ＩＤと、商品Ｐの商品ＩＤとをリンクさせて、サー
バ記憶部１４の電子棚札マスタテーブル１４ｂに記憶させる。その後ステップＳ２０７に
進む。
【０１４８】
　ステップＳ２０７では、サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４の商品マスタテーブル
１４ａを参照して、ステップＳ２０６で受信した商品ＩＤの商品Ｐについて、電子棚札４
０に送信するための商品情報（画像データ）を生成する。その後ステップＳ２０８に進む
。
【０１４９】
　ステップＳ２０８では、サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４の電子棚札マスタテー
ブル１４ｂを参照して、電子棚札４０の表示変更が必要な商品Ｐとリンク付けされている
電子棚札４０の装置ＩＤ（つまり、ステップＳ２０６で受信した装置ＩＤ）を、識別子と
して取得する。その後、ステップＳ２０９へ進む。
【０１５０】
　なお、ステップＳ２０７およびステップＳ２０８は、この順序で実施される必要はなく
、実施順序は逆であってもよい。また、ステップＳ２０７とステップＳ２０８とは、同時
に実施されてもよい。
【０１５１】
　ステップＳ２０９からステップＳ２１５については、図７のステップＳ１０７～ステッ
プＳ１１３と同様であるため説明は省略する。
【０１５２】
　図７のフローチャートに従ってリンク作業が実行される場合には、アクセスポイント３
０から商品情報が送信されても、その時に制御部４２の動作モードがウェイクアップモー
ドであるとは限らない。これに対し、本変形例では、ステップＳ２０３で、制御部４２の
動作モードがウェイクアップモードになる周期（待機時間）が短縮される。その結果、制
御部４２は、アクセスポイント３０からの商品情報の送信に備えることができ、短時間で
電子棚札サーバ１０からの配信データを受信することができる。
【０１５３】
　（６－２）変形例Ｂ
　また、電子棚札システム２０１では、例えば、リンク作業は、図７および図９に示すフ
ローチャートに代えて、図１０に示すようなフローチャートに従い実施されてもよい。
【０１５４】
　まず、ステップＳ３０１では、作業者は、ハンディターミナル２８０に、商品Ｐに付さ
れたバーコード等の商品ＩＤを読み取らせる。その後ステップＳ３０２へ進む。
【０１５５】
　ステップＳ３０２では、作業者が、ハンディターミナル２８０に、電子棚札４０の第２
通信ユニット７０に対して、第１通信ユニット６０の起動指令と、リンク要求の送信指令
とを個別指令として送信させる。また、ハンディターミナル２８０は、個別指令と共に、
第２通信ユニット７０に対して、ステップＳ３０１で読み取った商品ＩＤを送信する。
【０１５６】
　なお、リンク要求は、電子棚札４０から電子棚札サーバ１０に対して送信される要求で
あり、電子棚札サーバ１０に、リンク要求を送信する電子棚札４０の装置ＩＤと、ある商
品Ｐの商品ＩＤ（ステップＳ３０２で第２通信ユニット７０に対して送信される商品ＩＤ
）とをリンク付けし、さらに、商品Ｐの商品情報を送信することを要求するものである。
【０１５７】
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　ステップＳ３０３では、個別指令を受信した第２通信ユニット７０のユニット制御部７
２が、ハンディターミナル２８０から供給される電力を用いて、個別指令（第１通信ユニ
ット６０の起動指令およびリンク要求の送信指令）と、個別指令と共に受信した商品ＩＤ
と、をメモリ７３に書き込む。また、ユニット制御部７２は、ハンディターミナル２８０
から供給される電力を用いて、制御部４２に割り込み信号を送信する。
【０１５８】
　ステップＳ３０４では、ステップＳ３０３で割り込み信号を受け付けた制御部４２が、
動作モードをウェイクアップモードに変更し、メモリ７３に記憶された個別指令を読み出
し、その内容を実行する。つまり、制御部４２は、制御部４２の動作モードがスリープモ
ードからウェイクアップモードになる周期（待機時間）を短縮する。また、制御部４２は
、第１通信ユニット６０を制御して、電子棚札サーバ１０に対して、記憶部４３に記憶さ
れている装置ＩＤおよびメモリ７３に記憶されている商品ＩＤと共に、リンク要求を送信
する。
【０１５９】
　次に、ステップＳ３０５では、電子棚札サーバ１０のサーバ制御部１５は、アクセスポ
イント３０を介して受信した電子棚札４０の装置ＩＤと、商品Ｐの商品ＩＤとをリンクさ
せて、サーバ記憶部１４の電子棚札マスタテーブル１４ｂに記憶させる。その後ステップ
Ｓ３０６に進む。
【０１６０】
　ステップＳ３０６からステップＳ３１４については、図９のステップＳ２０７からステ
ップＳ２１５と同様であるため説明は省略する。
【０１６１】
　図１０のフローチャートに従ってリンク作業が実行される場合にも、ステップＳ３０４
で、制御部４２の動作モードがスリープモードからウェイクアップモードになる周期（待
機時間）が短縮されている。そのため、ステップＳ３１０で、アクセスポイント３０から
配信データが送信されると、第１通信ユニット６０は、短時間で配信データを受信するこ
とが可能である。よって、電子棚札システム２０１では、電子棚札システム１に比べ、リ
ンク作業時の電子棚札４０の応答性を向上させることが可能である。ステップＳ３１０に
おいて、アクセスポイント３０が配信データを送信する時間も、短時間（例えば１秒）で
よい。
【０１６２】
　また、図１０のフローチャートに従って、リンク作業が実施される場合には、ハンディ
ターミナル２８０は、リンク作業の際、電子棚札サーバ１０と通信する必要がない。した
がって、ハンディターミナル２８０と電子棚札サーバ１０とを通信可能とするための通信
回線は不要となる。
【０１６３】
　（６－３）変形例Ｃ
　上記実施形態においては、電子棚札４０は、アクセスポイント３０から送信される電波
を受信すると共に、リモコン５０と近距離無線通信により通信を行うものであるが、これ
に限定されるものではない。
【０１６４】
　例えば、電子棚札は、アクセスポイントから送信される電波を受信すると共に、赤外線
リモコンとの通信が可能な赤外線の送受信機を備えたものであってもよい。赤外線は、電
波に比べ指向性に優れているため、電波によりアクセスポイントとの通信を行う電子棚札
システムにおいて、電子棚札の設置場所で、作業者が、操作対象以外の電子棚札を誤操作
することなく、操作対象の電子棚札だけを操作することが可能である。
【０１６５】
　また、リモコンと電子棚札とが赤外線で通信を行う場合には、リモコンと電子棚札とが
電波により通信を行う場合に比べ、電子棚札の消費電力を低減できる。
【産業上の利用可能性】
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【０１６６】
　本発明に係る電子棚札システムは、サーバと電子棚札とが電波により通信を行う電子棚
札システムにおいて、電子棚札の設置場所で、作業者が、操作対象以外の電子棚札を誤操
作することなく、操作対象の電子棚札だけを操作することが可能な電子棚札システムとし
て有用である。
【符号の説明】
【０１６７】
１　電子棚札システム
１０　電子棚札サーバ（サーバ）
３０　アクセスポイント（電波送信機）
４０　電子棚札
４２　制御部（処理部）
４４　電池
５０　リモコン（携帯型送信機）
６０　第１通信ユニット（第１受信ユニット）
７０　第２通信ユニット（第２受信ユニット）
７２　ユニット制御部（信号送信部）
７３　メモリ
２８０　ハンディターミナル（携帯型送信機）
Ｐ　商品
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１６８】
【特許文献１】特開２００１－１４８０７４号公報

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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